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委員会の概要
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名 称：大津市宿泊税検討委員会

目 的：課税自主権を活用した新たな観光財源の確保を目的に、地方税法第731条第１項の規
定に基づく法定外目的税として、宿泊税の導入に向けた必要な事項を審議する。

委員定数：７人以内

委員構成：学識経験を有する者、観光関係団体から選出された者及び商工関係団体から選出され
た者

開催回数：５回程度を予定
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大津市宿泊税検討委員会について
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法定外目的税とは、地方自治体が地方税法で定められた税目（法定税）以外に、条例によって
新たに設けられる税であり、その税収の使途を特定の目的に限定するもの。
なお、法定外目的税を新設する際には、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

法定外目的税について

検討理由

令和6年11月通常会議一般質問において、他自治体の事例を踏まえ、宿泊税の導入検討につい
て提案があったことを受け、本市としても他市事例の研究や観光事業者との意見交換を行ってき
た。
あわせて、新たな観光計画の策定に向けた意見交換会の中で、観光まちづくりを持続して進め

ていくためには、観光への投資を継続していくための安定的な財源確保が必要であるとの課題意
識が共有された。
こうした経緯を踏まえ、安定的な財源確保の手法として、宿泊税導入について検討することと

した。

検討事項

宿泊税導入にあたり、必要性の検討や税収の使途、課税要件の制度設計や事業者（特別徴収義
務者）への影響を配慮した支援の検討など。
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スケジュール（案）
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大津市宿泊税検討委員会設置に伴う

条例の改正案

大津市附属機関設置条例の別表市長の部大津市入札監視委員会の項の次に次のように加
える。
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名称 担任する事項 委員の定数 委員の構成

大津市宿泊税
検討委員会

本市における宿泊税の導入に
関し必要な事項について調査
審議すること。

７人以内 学識経験を有する者、観光
関係団体から選出された者
及び商工関係団体から選出
された者

施行日：令和８年４月１日
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